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（仮称）財団法人さいたま市産業創造財団の設立及び                             
プロジェクトマネージャー、サブマネージャーの募集について 

 
 さいたま市は、（仮称）財団法人さいたま市産業創造財団を設立します。 
 また、この財団における事業を一貫して管理するプロジェクトマネージャー及び

それを専門的な立場から補佐するサブマネージャーの公募を行います。 
 

記 
 
○（仮称）財団法人さいたま市産業創造財団の設立 
 
 
 １ 設立時期  平成１６年３月 
 
 ２ 目  的  さいたま市の特性を活かし、企業の経営革新、技術の向上及び

新事業創出の促進、その他地域産業の振興、発展に資する事業を行

い、もって地域産業の活性化に寄与することを目的とします。 
 
 ３ 事  業  ・窓口相談事業 
         ・専門家派遣事業 
         ・調査・分析事業 
         ・セミナー・研修事業 他 

記  者  発  表  資  料 
平成１５年 ７月 ９日 
問合せ先：経済政策課 
担  当：中小企業支援担当 
     小野・村山・高橋 
電  話：８２９－１３６４ 
内  線：３２１６ 



○ プロジェクトマネージャー及びサブマネージャーの募集 
 
１ 目  的  （仮称）財団法人さいたま市産業創造財団が行う中小企業支援

事業を効果的かつ効率的に実施するため、プロジェクトマネージャ

ー及びサブマネージャーに適する人材を広く募集します。 
 

 ２ 募集人数  プロジェクトマネージャー １名 
         サブマネージャー     ２名 
 
 ３ 委嘱期間  平成１６年４月から平成１７年３月までといたします。 
 
 ４ 勤務日数  プロジェクトマネージャー １月当たり１０日程度 
         サブマネージャー     １月当たり１５日程度 
 
 ５ 応募年齢  平成１６年４月１日現在で７０歳未満 
 
 ６ 申込方法  応募用紙に記入の上、必要書類を添えて経済政策課に提出 

（募集要領・応募用紙は、平成１５年８月１日（金）以降、経済政

策課にて配布するほか、同日より市ホームページ

（http://www.city.saitama.jp/）からダウンロードもできます。「暮
らしのガイド」→「産業」からお入りください。） 

 
 ７ 応募期間  平成１５年８月４日（月）から平成１５年９月８日（月）まで 
 
 ８ 選考方法  有識者等で構成する選定委員会において、書類選考を行い、合

格者に対して、面接等による選考を行います。 
 
  


